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議 事 日 程 （第１号） 

                       １０月１７日（月）午前１

０時開議 

日程第 １ 仮議席の指定について                        

日程第 ２ 議長の選挙について                         

日程第 ３ 議席の指定について                         

日程第 ４ 会議録署名議員の指名                        

日程第 ５ 会期の決定                             

日程第 ６ 副議長の選挙について                        

日程第 ７ 常任委員会委員の選任について                    

日程第 ８ 議会運営委員会委員の選任について                  

日程第 ９ 小川地区衛生組合の議会議員の選挙について              

日程第１０ 比企広域市町村圏組合の議会議員の選挙について            

日程第１１ 同意第５号 嵐山町監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いて   

追加 

日程第１２ 議員派遣の件について 
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〇説明のための出席者 

     岩  澤     勝   町     長 

     高  橋  兼  次   副  町  長 

     加  藤  信  幸   教  育  長 



 

 

 

    ◎議会事務局長のあいさつ 

〇杉田 豊事務局長 私、議会事務局長の杉田でございます。よろしくお願

いいたします。 

  議員の皆様には、このたびの町議会議員一般選挙におきまして、激戦を

勝ち抜かれ、当選されました。まことにおめでとうございます。本日は、一般

選挙後の初議会であります。平成 23年嵐山町議会第２回臨時会に全員定

刻までにご参集いただき、まことにありがとうございます。これから臨時議会

が開会されますが、ただいまご着席いただいております席は、当座の席でご

ざいます。後ほど議席が決まるまでの間、その席にお着きいただきます。 

  本日の臨時会は、一般選挙後の初議会ということで、執行側には岩澤町

長をはじめ理事者全員のご出席をいただいております。ご了承のほどお願

いいたします。 

  次に、議会の兼任書記を紹介いたします。３階の記録室におりますのが

岡野書記でございます。そして、執行部席の後方におりますのが久保書記

でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 



    ◎臨時議長の紹介 

〇杉田 豊事務局長 続きまして、臨時議長の紹介を行います。 

  一般選挙後、最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、

地方自治法第 107条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行う

こととなっております。出席議員中、安藤欣男議員が年長者でありますので、

ご紹介し、臨時議長をお願いいたします。 

  それでは、安藤議員に議長席へお座りいただきます。よろしくお願い申し

上げます。 

          〔臨時議長、議長席に着席〕 

〇安藤欣男臨時議長 ただいまご紹介をいただきました安藤欣男でござい

ます。私が地方自治法第107条の規定により、臨時議長の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎議員並びに執行部自己紹介 

〇安藤欣男臨時議長 お諮りいたします。 

  このたびの選挙におきまして、お互いに当選の栄誉を担って議席を得た

わけでありますが、同じ町に住みながら初対面の方もあるかと存じます。こ

こで、住所、氏名等の簡単な自己紹介をお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 



〇安藤欣男臨時議長 ご異議がないようですので、自己紹介をお願いいた

します。 

  それでは、１番議席の森一人議員より、自席にてご起立の上、順次お願

いいたします。 

          〔１番議席より順に行い、臨時議長が最後に行う〕 

〇安藤欣男臨時議長 どうもありがとうございました。 

  続きまして、執行側にもお願いしたいと思います。まず、三役からお願い

し、引き続き総務課長から課局の設置順にお願いいたします。 

  それでは、町長からお願いをいたします。 

          〔町長から順に行う〕 

〇安藤欣男臨時議長 どうもありがとうございました。 

  以上で自己紹介を終わります。 

 

    ◎開会の宣告 

〇安藤欣男臨時議長 ただいま出席議員は全員であります。よって、平成

23年嵐山町議会第２回臨時会は成立いたしました。 

  これより開会いたします。 

（午前１０時１０分） 

 



    ◎開議の宣告 

〇安藤欣男臨時議長 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎あいさつ及び行政の大要 

〇安藤欣男臨時議長 ここで町長から招集のあいさつをお願いいたします。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 臨時議長からご指名をいただきましたので、一言あいさつ

を申し上げます。 

  本日ここに、平成 23年嵐山町議会第２回臨時会を招集申し上げました

ところ、議員各位には何かとご多用の中、ご健勝にてご参会を賜りまして、

厚く御礼を申し上げます。また、過日の嵐山町議会議員一般選挙に際しま

しては、激戦の中、多数の町民の衆望を得て見事当選を果たされました。ま

ことにおめでとうございます。心よりお喜びを申し上げます。議員各位にお

かれましては、嵐山町議会議員として今後の４年間、ご活躍を切にご期待を

申し上げる次第でございます。 

  さて、３月11日の東日本大震災から既に７カ月が経過をしようとしており

ますが、福島第一原子力発電所をはじめ、まだまだ予断を許さない状況に

あり、復旧復興には幾多の困難があろうと思われます。町では、人的支援と

いたしまして職員を８月に福島県郡山市、現在は宮城県仙台市青葉区にそ



れぞれ１名を派遣しております。また、多くの職員が被災地に向け自主的な

ボランティア活動を行っております。今回の災害を見ましても、災害対応や

防災には地域の皆様方の一致団結した協力が不可欠であると痛感をして

いるところでございます。 

  現在嵐山町では、平成 23年度から平成 32年度までの 10 カ年を期間

とする第５次嵐山町総合振興計画を策定いたしまして、まちづくりの目標を

「豊かな自然 あふれる笑顔 心の通いあうまち らんざん」と定めました。こ

の将来像を実現するため、町民と行政の協働によりまして、行政サービス

の向上と地域全体の満足度を高める地域経営によるまちづくりを目指して

いるところでございます。地域経営によるまちづくりは、災害への対応、また

防災に資することはもちろんのことでありますが、「心の通いあうまち」、これ

を実現することにより町の人口減少をも食いとめることにもなると、役立って

いくと考えておるところでございます。 

  現代社会の諸問題の根本原因の一つには、他者への「無関心」があると

思われます。一つの例といたしまして、各選挙の投票率がここのところ低下

がされております。これらもその要因で、政治への無関心であると思われま

す。この無関心という状況下におきましては、地域経営の実現はできないの

であります。町といたしましては、「心の通いあうまち らんざん」を目指し、

他人への思いやりのある町政を進めてまいりたいと考えております。 

  議員各位におかれましては、嵐山町の諸事情を十分ご賢察賜りまして、



今後嵐山町の発展、住民福祉の向上に一層のご支援とご協力を賜りますよ

う衷心よりお願いを申し上げまして、あいさつとさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

〇安藤欣男臨時議長 ありがとうございました。 

  この際、暫時休憩いたします。これより議会人事でありますので、執行側

にはご退席をいただきたいと存じます。 

          〔執行部側退席〕 

          休  憩 午前１０時１４分 

                                      

          再  開 午前１０時１５分 

〇安藤欣男臨時議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎仮議席の指定 

〇安藤欣男臨時議長 日程第１、仮議席の指定を行います。 

  仮議席につきましては、議事の進行上、ただいまご着席の議席を仮議席

といたします。これは、後ほど議席が決まるまでの間の仮の議席であります。

よろしくお願いをいたします。 

  ここで、暫時休憩をしたいと思います。 

          休  憩 午前１０時１６分 

                                      



          再  開 午前１０時３７分 

〇安藤欣男臨時議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎議長の選挙 

〇安藤欣男臨時議長 日程第２、これより議長の選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法とい

たしましょうか。 

          〔「投票」と言う人あり〕 

〇安藤欣男臨時議長 お諮りいたします。 

  選挙の方法は、投票により行いたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇安藤欣男臨時議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は投票により行うことに決しました。 

  議場の閉鎖を命じます。 

          〔議場閉鎖〕 

〇安藤欣男臨時議長 ただいま出席議員は 14名であります。 

  お諮りいたします。会議規則第 32条第２項の規定より、立会人に青柳

賢治議員、畠山美幸議員及び河井勝久議員を指名いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 



          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇安藤欣男臨時議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、立会人に青柳賢治議員、畠山美幸議員及び河井勝久議員を指

名いたします。 

  投票用紙を配付させます。 

          〔投票用紙配付〕 

〇安藤欣男臨時議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇安藤欣男臨時議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

          〔投票箱点検〕 

〇安藤欣男臨時議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。 

  点呼に応じて順次投票を行います。 

  点呼を命じます。 

          〔投  票〕 

〇安藤欣男臨時議長 投票漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇安藤欣男臨時議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 



  開票を行います。青柳賢治議員、畠山美幸議員及び河井勝久議員、立

ち会いを願います。 

          〔開  票〕 

〇安藤欣男臨時議長 開票結果を報告いたします。 

  投票総数 14票 

  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

  このうち有効投票  13票 

      無効投票  １票 

  有効投票中    長 島 邦 夫 議 員 １０票 

           清 水 正 之 議 員  ２票 

           河 井 勝 久 議 員  １票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は 3.25票であります。 

  よって、長島邦夫議員が議長に当選されました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

          〔議場開鎖〕 

〇安藤欣男臨時議長 ただいま議長に当選されました長島邦夫議員が議

場におられます。会議規則第 33条第２項の規定により、当選の告知をいた

します。 

 



    ◎議長就任のあいさつ 

〇安藤欣男臨時議長 この際、長島邦夫議員に議長就任のあいさつを求

めます。 

  長島邦夫議員。 

          〔長島邦夫議長登壇〕 

〇長島邦夫議長 このたび、不肖私、議員の皆様のご推挙を賜り、伝統あ

る嵐山町議会議長の要職につくことになりました。まことに身に余る光栄で

ありまして、衷心より感謝を申し上げる次第でございます。私は、みずから

の浅学非才を顧みまして、責任の重大さを痛感している次第でありますが、

さらに精進を重ね、さらなる町の発展、円滑なる議会運営に、不偏不党、公

平無私の立場で全力で頑張る所存でございます。今後におきましても、何と

ぞ皆様方のご指導とご協力を切にお願い申し上げまして、就任のあいさつ

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

〇安藤欣男臨時議長 ありがとうございました。 

  以上で臨時議長の職務を終わらせていただきます。 

  議員各位のご協力に対し感謝申し上げ、臨時議長の職を解かせていた

だきます。大変ありがとうございました。 

  それでは、長島邦夫議員、議長席にお着き願います。 

          〔臨時議長、議長と交代〕 



〇長島邦夫議長 議長席に着かせていただきました。よろしくお願い申し上

げます。 

 

    ◎議席の指定 

〇長島邦夫議長 それでは、次に進ませていただきます。 

  日程第３、議席の指定を行います。 

  議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定するこ

とになっております。 

  この際、暫時休憩いたします。 

          休  憩 午前１１時０２分 

                                      

          再  開 午前１１時２０分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議席の指定を行います。１番議席、森一人議員、２番議席、大野敏行議

員、３番議席、佐久間孝光議員、４番議席、青柳賢治議員、５番議席、小林

朝光議員、６番議席、畠山美幸議員、７番議席、吉場道雄議員、８番議席、

河井勝久議員、９番議席、川口浩史議員、10番議席、清水正之議員、11

番議席、安藤欣男議員、12番議席、松本美子議員、13番議席、渋谷登美

子議員、14番議席、長島邦夫でございます。以上のとおりであります。 

 



    ◎会議録署名議員の指名 

〇長島邦夫議長 日程第４、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第 120条の規定により、 

   第１番議員  森   一 人 議員 

   第２番議員  大 野 敏 行 議員 

  を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

〇長島邦夫議長 日程第５、会期の決定を議題といたします。 

  会期につきましては、本日１日限りといたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

  なお、本日の議事日程につきましては、あらかじめ配付の議事日程のと

おりといたしたいと思いますので、ご了承願います。 

  この際、暫時休憩いたします。 

          休  憩 午前１１時２３分 

                                      



          再  開 午前１１時３６分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎副議長の選挙 

〇長島邦夫議長 日程第６、これより副議長の選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法とい

たしましょうか。 

          〔「投票」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 お諮りいたします。 

  選挙の方法は、投票により行いたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は投票により行うことに決しました。 

  議場の閉鎖を命じます。 

          〔議場閉鎖〕 

〇長島邦夫議長 ただいま出席議員は 14名であります。 

  お諮りいたします。会議規則第32条第２項の規定により、立会人に青柳

賢治議員、畠山美幸議員及び河井勝久議員を指名いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 



          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、立会人に青柳賢治議員、畠山美幸議員及び河井勝久議員を指

名いたします。 

  投票用紙を配付させます。 

          〔投票用紙配付〕 

〇長島邦夫議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

          〔投票箱点検〕 

〇長島邦夫議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。 

  点呼に応じて順次投票を願います。 

  なお、申し上げます。川口議員につきましては、ちょっと足腰が多難だと

いうことでございますので、自席にて投票するよう、そのように計らいたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

  点呼を命じます。 

          〔投  票〕 

〇長島邦夫議長 投票漏れはありませんか。 



          〔「なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  開票を行います。青柳賢治議員、畠山美幸議員及び河井勝久議員、立

ち会いをお願いします。 

          〔開  票〕 

〇長島邦夫議長 開票結果を報告いたします。 

  投票総数 14票 

  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

  このうち有効投票  14票 

      無効投票  ０票 

  有効投票中    吉 場 道 雄 議 員 １０票 

           川 口 浩 史 議 員  ４票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は 3.5票であります。 

  よって、吉場道雄議員が副議長に当選されました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

          〔議場開鎖〕 

〇長島邦夫議長 ただいま副議長に当選されました吉場道雄議員が議場



におられますので、本席から会議規則第33条第２項の規定により告知いた

します。 

 

    ◎副議長就任のあいさつ 

〇長島邦夫議長 この際、吉場道雄議員に副議長に就任のあいさつを求め

ます。 

  吉場道雄議員。 

          〔吉場道雄副議長登壇〕 

〇吉場道雄副議長 ただいま選挙によりまして嵐山町議会の副議長という

重責を務めることになりました。まことに光栄でございます。長島議長を補佐

しながら、嵐山町の発展と町民の負託にこたえるよう頑張っていきたいと思

いますので、皆さんのご協力をぜひよろしくお願いいたします。（拍手） 

〇長島邦夫議長 ありがとうございました。 

  以上で副議長の選挙を終了いたします。 

  この際、暫時休憩いたします。 

          休  憩 午前１１時５６分 

                                      

          再  開 午後 １時２９分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 



    ◎常任委員会委員の選任 

〇長島邦夫議長 日程第７、常任委員会委員の選任を行います。 

  常任委員会委員の選任は、委員会条例第７条第１項の規定により、議

長において指名することになっております。 

  この際、暫時休憩いたします。 

          休  憩 午後 １時３０分 

                                      

          再  開 午後 ３時５６分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  常任委員会委員の選任の件を続行いたします。 

  それでは常任委員会委員の指名をいたします。 

  総務常任委員会委員に 

   森   一 人 議員    青 柳 賢 治 議員 

   小 林 朝 光 議員    吉 場 道 雄 議員 

   河 井 勝 久 議員    川 口 浩 史 議員 

   渋 谷 登美子 議員 

  以上７名を指名いたします。 

  次に、文教厚生常任委員会委員に 

   大 野 敏 行 議員    佐久間 孝 光 議員 

   畠 山 美 幸 議員    清 水 正 之 議員 



   安 藤 欣 男 議員    松 本 美 子 議員 

   長 島 邦 夫 でございます。 

  以上７名を指名いたします。これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、常任委員会の選任につきましては、以上の指名のとおり決定い

たしました。 

  なお、常任委員会委員長及び副委員長につきましては、委員会条例第８

条第２項の規定により、それぞれの委員会において互選していただくことに

なっております。 

  各委員会において互選していただくため、この際暫時休憩いたします。 

          休  憩 午後 ３時５８分 

                                      

          再  開 午後 ４時５２分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇長島邦夫議長 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを

延長いたします。 

 



    ◎各常任委員会正副委員長の互選結果の報告 

〇長島邦夫議長 各常任委員会委員長及び副委員長が決まりましたので、

報告いたします。 

  総務経済常任委員会委員長   河 井 勝 久 議員 

          副委員長   小 林 朝 光 議員 

  文教厚生常任委員会委員長   畠 山 美 幸 議員 

          副委員長   佐久間 孝 光 議員 

  以上であります。 

 

    ◎各常任委員会委員長就任のあいさつ 

〇長島邦夫議長 この際、各常任委員会委員長より就任のごあいさつをお

願いいたします。 

  まず、河井勝久総務経済常任委員会委員長、よろしくお願いいたします。 

          〔河井勝久総務経済常任委員長登壇〕 

〇河井勝久総務経済常任委員長 ただいま総務経済常任委員会の委員長

に選出されました８番議員の河井勝久であります。総務経済常任委員会の

円滑な運営ができますことを皆さんにお願い申し上げまして、就任のごあい

さつといたします。よろしくお願いします。 

〇長島邦夫議長 ありがとうございました。 

  次に、畠山美幸文教厚生常任委員会委員長、お願いいたします。 



          〔畠山美幸文教厚生委員長登壇〕 

〇畠山美幸文教厚生委員長 文教厚生委員会の委員長に就任をすること

になりました畠山美幸です。身に余る重責でありますが、一生懸命頑張りた

いと思います。委員の皆様のご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。以上です。 

〇長島邦夫議長 ありがとうございました。 

  以上で常任委員会委員の選任の件を終わりにします。 

 

    ◎議会運営委員会委員の選任 

〇長島邦夫議長 日程第８、議会運営委員会委員の選任を行います。 

  議会運営委員会につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により、

議長が指名することになっております。 

  暫時休憩いたします。 

          休  憩 午後 ４時５５分 

                                      

          再  開 午後 ５時０６分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議会運営委員会委員の選任の件を続行いたします。 

  それでは、議会運営委員会委員を指名します。 

   畠 山 美 幸 議員    河 井 勝 久 議員 



   清 水 正 之 議員    安 藤 欣 男 議員 

   松 本 美 子 議員    渋 谷 登美子 議員 

  以上６名を指名いたします。これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名を議会運営委員会委員に選任す

ることに決定いたしました。 

  なお、議会運営委員会の委員長及び副委員長につきましては、委員会

条例第８条第２項の規定により、委員会において互選していただくことにな

っております。 

  委員会において互選していただくため、この際暫時休憩いたします。 

          休  憩 午後 ５時０８分 

                                      

          再  開 午後 ５時３３分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎議会運営委員会正副委員長の互選結果の報告 

〇長島邦夫議長 議会運営委員会の委員長及び副委員長が決まりました

ので、ご報告いたします。 

  委員長   安 藤 欣 男 議員 



  副委員長   清 水 正 之 議員 

 であります。 

 

    ◎議会運営委員会委員長就任のあいさつ 

〇長島邦夫議長 この際、議会運営委員会委員長から就任のごあいさつを

お願いいたします。 

  安藤欣男議会運営委員長。 

          〔安藤欣男議会運営委員長登壇〕 

〇安藤欣男議会運営委員長 先ほど議会運営委員長にご推挙いただきま

した。新しい議会が議会基本条例をスタートする段階になっておりますので、

議会運営は極めて大変かと思いますが、皆さん方のご協力をいただきまし

て円満な議会運営ができることをお願い申し上げまして、ご協力をいただく

ことをお願い申し上げまして、あいさつにさせていただきます。よろしくお願

いします。 

〇長島邦夫議長 ありがとうございました。 

  なお、ここでお諮りいたします。議会の運営についての件を議会運営委

員会に付託し、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 



  よって、議会の運営についての件を議会運営委員会に付託し、閉会中

の継続審査とすることに決しました。 

  以上で議会運営委員会委員の選任の件を終わりにします。 

 

    ◎小川地区衛生組合の議会議員の選挙 

〇長島邦夫議長 日程第９、小川地区衛生組合の議会議員の選挙を行い

ます。 

  議員の定数は２名であります。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第

２項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。この際、議長より指名したいと思いますので、これに

ご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」「異議あり」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 清水議員。 

〇10番（清水正之議員） だれをどういうふうに議長の権限で指名をするの

かわかりませんけれども、きちっと全協なり委員会なり開いて協議をさせて



いただきたいというふうに思います。 

〇長島邦夫議長 異議がありますので、選挙の方法は投票により行います。 

  この際、暫時休憩いたします。 

          休  憩 午後 ５時３６分 

                                      

          再  開 午後 ６時４６分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど小川衛生組合の選出議員につきまして投票によりということを申

しましたが、これを撤回いたします。 

  先ほど全員協議会におきましての結果をもとに、私のほうで指名をさせ

ていただきます。これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  この際、議長より指名をいたします。 

  小川地区衛生組合の議会議員に長島邦夫議員、畠山美幸議員を指名

いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名いたしました長島邦夫議員、畠山美幸

議員を小川地区衛生組合の議会議員の当選者と決定することにご異議あ

りませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 



〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、小川地区衛生組合の議会議員に長島邦夫議員、畠山美幸議員

の２議員が当選されました。 

  この際、会議規則第33条第２項の規定により、当選の告知を行います。 

  以上で小川地区衛生組合議会議員の件を終了いたします。 

 

    ◎比企広域市町村圏組合の議会議員の選挙 

〇長島邦夫議長 日程第 10、比企広域市町村圏組合の議会議員の選挙

を行います。 

  議員の定数は２人であります。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第

２項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。この際、議長より指名したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 



  よって、議長より指名することに決しました。 

  この際、議長より指名いたします。比企広域市町村圏組合議会議員に長

島邦夫議員、川口浩史議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名いたしました長島邦夫議員、川口浩史

議員を比企広域市町村圏組合の議会議員の当選者と決定することにご異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、比企広域市町村圏組合の議会議員に長島邦夫議員、川口浩史

議員の２議員が当選されました。 

  この際、会議規則第33条第２項の規定により、当選の告知を行います。 

  この際、暫時休憩いたします。 

          休  憩 午後 ６時５１分 

                                      

          再  開 午後 ７時００分 

〇長島邦夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎同意第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇長島邦夫議長 日程第 11、同意第５号 嵐山町監査委員の選任につき

同意を求めることについての件を議題といたします。 



  本件につきましては、青柳賢治議員の一身上に関する事件でありますの

で、青柳賢治議員の退席を求めます。 

          〔４番 青柳賢治議員退席〕 

〇長島邦夫議長 町長より提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 同意第５号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  同意第５号は、嵐山町監査委員の選任につき同意を求めることについて

の件でございます。嵐山町監査委員の議会選出監査委員の任期が満了と

なりましたので、地方自治法第196条第１項の規定に基づきまして、青柳賢

治氏を監査委員にお願いするものでございます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇長島邦夫議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 質疑を終結いたします。 

  討論は省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、討論は省略することに決しました。 



  お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第５号 嵐山町監

査委員の選任につき同意を求めることについて、これに同意することにご異

議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第５号 嵐山町監査委員の選任につき同意を求めることに

ついては、これに同意することに決しました。 

  青柳賢治議員の入場を求めます。 

          〔４番 青柳賢治議員復席〕 

 

    ◎監査委員就任のあいさつ 

〇長島邦夫議長 ただいま嵐山町監査委員の選任同意を受けました青柳

賢治議員から、この際ごあいさつをいただきたいと思います。 

  青柳賢治議員。 

          〔４番 青柳賢治議員登壇〕 

〇４番（青柳賢治議員） ただいま嵐山町の監査委員の選任につきまして同

意いただきました青柳賢治でございます。この地方自治法第 196条にあり

ますように、監査の職を粛々と努めさせていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

〇長島邦夫議長 ありがとうございました。 



 

    ◎日程の追加 

〇長島邦夫議長 ここで日程の追加についてお諮りいたします。 

  議員派遣の件につきまして、日程に追加し、議題といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 

    ◎議員派遣の件 

〇長島邦夫議長 日程第 12、議員派遣の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。議員派遣の件につきましては、嵐山町議会会議規則

第121条の規定によって、お手元に配付したとおり派遣したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇長島邦夫議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議員を派遣することに決しました。 

  なお、結果報告につきましては、議長の諸般の報告の中で報告いたしま

す。 

 



    ◎町長のあいさつ 

〇長島邦夫議長 これにて本議会に付議された案件の審議はすべて終了

いたしました。ここで町長から発言を求められておりますので、これを許可し

ます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議長からご指名いただきましたので、御礼のあいさつをさ

せていただきます。 

  本日は、平成 23年嵐山町議会第２回臨時会を招集申し上げましたとこ

ろ、議員の皆様にはご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。選

挙後の初の議会ということで、委員の構成、皆様方の議論が活発に闘わさ

れ、行われたことと思います。お聞きをしましたとおりの人選が決せられて

議会が構成をされました。嵐山町では、ご承知のように、今年第５次の総合

振興計画がスタートをした年でもございます。そして、春には大震災が起き

てしまい、災害元年という年にもなってしまいました。日本国にも、また嵐山

町にも大きな課題が前面に横たわっているわけでありますが、ぜひ議会の

皆様方のご指導をいただきながら、嵐山町が粛々として計画に沿って進め

られるように、さらにご指導をいただきたいというふうに思っております。 

  本日決まりました委員の構成、皆様方のお力をさらにおかりすることをお

願いをいたしまして、第２回臨時会の閉会に当たりましてのお礼のあいさつ



とさせていただきます。本日は大変ご苦労様でございました。ありがとうござ

います。 

 

    ◎議長のあいさつ 

〇長島邦夫議長 次に、本職からもあいさつ申し上げます。 

  議員の皆様におかれましては、本日第２回の臨時議会にご参集をいた

だき、まことにありがとうございました。本日は人事案件が主でありまして、

難しい内容もありましたが、無事決定することができました。ご協力ありがと

うございました。 

  また、私、初めての議長の仕事ということでございまして、何とか終了す

ることができました。これもひとえに議員皆様方のご協力のたまものと感謝

しております。また、執行部の皆様にもご協力ありがとうございました。今後

もよろしくお願いを申し上げます。 

  それでは、終わりに、町のため、住民のためにさらに精進をし、力いっぱ

い頑張ることをお誓い申し上げまして、大変粗辞ではございますが、私のあ

いさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇長島邦夫議長 これをもちまして、平成 23年嵐山町議会第２回臨時会を

閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ７時１０分） 


